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●なぜ最近、“在宅医療・介護連携”が必要と言われるのか？ 

 ①高齢者は加齢に伴って慢性疾患の受療が多く、複数の疾病にかかりやすい、介護が必要になったり、認知

症も発症しやすかったりすることから、医療と介護の両方を必要とする場合が多いからです。 

 ②いわゆる団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目処に、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢

者ができる限り住み慣れた地域で最期まで自分らしく生活できるよう、地域の医療・介護の関係団体が連

携し、多職種が協働できる仕組みづくりが求められているからです。 

 

●在宅医療・介護連携推進事業の実施項目と善通寺市の取り組みについて 

 在宅医療・介護連携推進事業は、平成２６年の介護保険法改正において制度化されました。平成３０年度中 

に以下の（ア）～（ク）に取り組むこととされ、当市では８項目全て実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３号 

平成３０年９月 

 

 



 

 
 
 

７月２５日、善通寺市総合会館にて、第３回目の在宅医療・介護連携研修会を開催しました。今回は、３２名

の参加者にお集まりいただきました。医師会、歯科医師会、薬剤師会、四国こどもとおとなの医療センター、各

介護事業所の皆様、ご参加ありがとうございました。 

会は、まず初めに善通寺歯科医師会 杉本会長より「在宅医療・介護で歯科ができること」のテーマで、高齢者

に多く起こりうる歯科の問題や口腔ケアの方法について、スライドや DVD を使ってわかりやすくご説明してい

ただきました。また、訪問歯科診療を必要とする場合は「在宅医療・介護情報マップ」の訪問診療欄を見て実施

しているところに相談してくださいとのお話もありました。その後、実際に長く訪問歯科診療に力を入れて取り

組んでいらっしゃる氏家歯科 氏家先生から、普段の訪問歯科診療の様子をお話しいただきました。第２回の時

に歯科との連携について知らないことが多いとの話題がたくさん出ていましたが、今回の講義で話が聴けて大変

参考になったとのご意見が多くありました。 

研修後半は、グループでの事例検討で、事例の概要から考えられる課題を抽出し、自分たちなら課題解決のた

めにどのような支援ができるかを話し合いました。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年４月、地域包括支援センター内に在宅医療・介護連携の相談窓口を開設しました。在宅医療・介護

連携コーディネーターを１名配置し、医療関係者や介護等のサービス提供者からの在宅医療・介護に関する相談

に対して、情報提供や支援・調整を行っています。例えば、内服薬を重複して飲んでいるようだが、本人に聞い

てもはっきりしたところが分からない、どこに相談したらいいのだろうか・・・といった場合は、コーディネー

ターにお尋ねください。コーディネーターが相談内容に応じて適切な関係機関・関係職種をご紹介します。地域

包括支援センターまでご連絡ください。 

 
第４回善通寺市在宅医療・介護連携研修会は日中開催とな

っておりますので、今まで参加したことのない方もぜひご

参加いただけますよう、よろしくお願いします。 

杉本多加誌先生のご講義 

善通寺市地域包括支援センター（高齢者課内） 

TEL (0877)63-6364 FAX (0877)63-3778 

Mail houkatsu@city.zentsuji.kagawa.jp 

 

氏家先生の取り組み紹介 

グループごとに発表 

✿実施内容✿ 

① 杉本多加誌先生のご講義 

② 氏家先生の取り組み紹介 

③ 自己紹介 

④ グループワーク（事例検討） 


